
 

申請は先着順に受け付けます 

（受付期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

蒲郡市では、温室効果ガスの削減に積極的に取り組むため、次世代自動車を新車購入す

る方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。詳しくは、手続きの流れをご覧くださ

い。 

 

 

対象車両 燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

補助金額 

車両本体価格×５％（上限３０万円） 

※車両本体価格は消費税及び地方消費税を除きます。また、車両本体価格に値引き

がある場合は、値引き後の価格とします。 

※この補助において対象車両となる次世代自動車とは、水素を燃料とし、搭載された燃料電池に

よって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車（燃料電池自動車）をいいます。 

 

  

 

 

・自ら使用する目的で、４月１日以降に当該自動車を新車購入する個人の方。 

・初度登録をする時点において、１年以上市内に住所を有していること。 

・当該次世代自動車の自動車検査証に当該個人が使用者として記載されていること。 

・市税及び国民健康保険税（延滞金を含む）の滞納がないこと。 

・暴力団または暴力団員でなく、また、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でな

いこと。 

   

 

・自らの事業に使用する目的で、４月１日以降に当該自動車を新車購入する法人の方。 

・初度登録をする時点において、１年以上市内に本社、支社、支店又は営業所を置いている

こと。 

・当該次世代自動車の自動車検査証に、当該法人が使用者として記載されていること。 

・自動車検査証に記載されている使用の本拠地が市内であること。 

・市税（延滞金を含む）の滞納がないこと。 

・暴力団または暴力団員でなく、また、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でな

いこと。 

対象車両と補助金額 

補助対象者 

個人の方 

令和３年度 

蒲郡市次世代自動車購入費補助金のご案内 

法人の方 

※すべてに該当することが必要です。 



 

 

以下、手続きの流れをご参照ください。 

 

 

   

※1 ※2

購入完了日から２ヶ月以内に

申請書の提出を行う

　

※１　次世代自動車の初度登録日又は支払が完了した日のいずれか遅い日
※２　購入完了日の翌日から起算して２ヶ月を経過した日又は補助金の交付を

受けようとする年度の３月３１日のいずれか早い日

　　指定口座へ補助金を振り込み

　　販売店で補助対象車両を購入

　　必要書類を持参し、クリーンセンター
　　窓口で申請手続
　　令和4年3月31日(水)まで

　　審査後、市から交付決定通知書
　　が届いたら、補助金請求書を提出

２週間程度

４週間程度

○自動車検査証の写し

○車両販売店が発行した領収書の写し

○次世代自動車の車両本体価格が明記されている書類の写し

○領収金額内訳書（第２号様式）

○個人の方：申請者の住民票

法人の方：履歴事項全部証明書

（いずれも申請日前２ヶ月以内に発行されたもの）

○市税において滞納がないことを調査するための同意書（第３号様式）

○その他市長が必要と認めたもの

新車購入のみが対象です。リース、レンタル、中古車購入

は対象ではありません！

上記交付申請手続き時に、あらかじめ補助金請求書を提

出しても構いませんが、その場合には日付と金額を抜いて

提出してください。

申請方法・必要書類など 


